
１．　は　じ　め　に

　ドイツ会計基準審議会（���������	
��������������	���，以下 ���と

略記する）は，２００５年５月に「貸借対照表法現代化法についてのドイツ会

計基準審議会の提案」を公表した１）。

　個別決算書および連結決算書を現代化するために制定された欧州共同体

（��������	
��������	
���，以下 ��と略記する）の指令を国内法に変換

するために，ドイツでは，２００４年１２月に貸借対照表法改革法が公布された。

その法律に添付されている理由書によれば，そのとき国内法に変換されな

かった事項が，貸借対照表法現代化法で取り扱われることになっている。

���の上記提案は，この法律を制定するために連邦法務省に助言する目的

で出されたものである。

　本稿では，まずこの「提案」の内容を検討していきたい。そこでは，会

計の国際的展開に対応するために，�個別決算書（商法典ではこれを年度

決算書という）上の計上選択権・評価選択権の廃止，および連結決算に関

する選択権の廃止を通して比較可能性を高めること，�決算書の表示を歪

める逆基準性原則を廃止すること，�公正価値は税法上の所得計算の基礎
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になりえないので，この点で基準性を廃止すること，そして�年度決算書

の構成要素を拡充すること，こういったことなどが勧告されている。

　これらの検討を通して，ドイツ会計制度の方向性を探ってみることとし

たい。すなわち，連結決算書のみならず，年度決算書に関しても情報機能

を充実させようとする提案が行われていることを明らかにしたい。

２．　「貸借対照表法現代化法についてのドイ�

　　ツ会計基準審議会の提案」の位置づけ

　欧州連合（��������	
������，以下 ��と略記する）では，加盟各国の

会計制度を統一するために，��の欧州議会および理事会が，２００１年９月に

いわゆる公正価値指令（���������	�
�������	）２）を，そして２００３年６月にい

わゆる現代化指令（�����������	�
����������）３）をそれぞれ制定した。そ

して，ドイツではこれを国内法に変換するために，貸借対照表法改革法４）
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が２００４年１２月に公布された。これを受けて，商法典などの貸借対照表法が

改正された。

　その際，現代化指令による選択権の行使の決定，および公正価値指令に

おいて考慮された公正価値概念の導入については，貸借対照表法現代化法

で行われることになっていた。その草案は，貸借対照表法改革法の理由書

によれば，２００４年下半期に公表されることになっていた５）が，その作業は

遅れ，２００５年５月に ���が「貸借対照表法現代化法についての ���の提

案」を公表した。この行為は，商法典第３４２条第１項第２号によるものであ

る。すなわち，そこには，会計規定についての立法計画にあたって法務省

に助言することが当審議会の任務の一つとされているのである。今後，連

邦法務省担当官草案を経て政府案が作成され，これが連邦議会および連邦

参議院で審議される予定である。

　図１は上述のことを要約し，「貸借対照表法現代化法についての ���の

提案」の位置づけを示したものである。

　���はその「提案」の序文において，現代化に関して次の二つの目標を

設定している６）。

�　年度決算書および連結決算書のより良い比較可能性を確保するため

に，法律上の選択権の排除および会計政策の余地の制限を行うこと。

�　国際的な展開に商事貸借対照表法を徐々に適応させること。

　また，提案の前提として，企業に対する租税中立性，並びに年度決算書

および連結決算書に対する統一的な計上・評価規則の二つを挙げている７）。

　���の提案は，その時間的な実現可能性に応じて，次のように四つに区

別されている。すなわち，�短期的に変更可能な，商法典に対する改革案，
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�税法および（または）会社法を考慮に入れた改革案，�商法上の正規の

簿記の諸原則（��������	
������������
�������������，以下 ���と

略記する）�を考慮に入れた改革案，�改革案のための ��第４号指令（貸

借対照表指令）および第７号指令（連結貸借対照表指令）の変更，がそれ

である。

　前記�は税法または会社法の変更なしで実施され，しかも ���の現行

の解釈を侵害しないものである。�では租税中立的に商法改正を行うため

に，基準性原則の修正を必要とする提案が挙げられている。�は ��の現

代化指令および国際的展開に基づいて商法典の一層の展開を予定している

が，しかし商法上の ���の適応および部分的には税法の適応を前提とし

ている改革案である。そして�においては，商法典を変更するために，第

４号指令および第７号指令の変更，特に企業選択権の廃止を要求する改革

案が示されている。主な個別改革案――特に上記�の短期的に変更可能な

商法改正案――は，第４節～第６節でみていきたい。

３．　現行の商法会計制度

　貸借対照表法改革法後のドイツ商法会計制度――特に資本会社のそれ

――は，図２のようになっている。

　まず，商法典第３１５��条第１項・第２項により，資本市場指向的親企業８），

およびドイツ国内の組織化された証券市場（公式市場（��������	
��	��）

および規制市場（��������������	�））に上場申請中の親企業は，国際財務

報告基準（������������	
��������	
��������
���������，以下 �����と略記

する）により連結決算書を作成することが義務づけられている。次に，同
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　８）　資本市場指向的企業（������������	��
���
��
���
��
��
�）とは，「それ自身

によって，またはその子企業によって発行された，証券取引法第２条第１項第１

文の意味における有価証券を通して，証券取引法第２条第５項の意味における組

織化された市場を利用する企業」と定義づけることができる（���������	
�����	

��������	
�	�
���	���������	�
��������������	
���２����������	
�������	���

���������２００４�����９）。



条第３項は，非資本市場指向的親企業に，�����により連結決算書を作成す

るか，または商法上の ���に従って連結決算書を作成するという選択権

を与えている。この場合，商法典第３４２条により，���が公表する会計基準

――これはドイツ会計基準（���������	���
�
������
�����
�����）と呼

ばれている――は連結決算書に関する ���とみなされる。

　第三に，年度決算書は ���により作成されなければならない。これは

強制である。それに加えて任意に，情報目的で �����に従って年度決算書

を作成することが商法典第３２５条第２ �項で認められている。�����によっ

て個別決算書を作成した場合，大規模資本会社はそれを連邦官報で開示す

ればよい。しかし小規模資本会社および中規模資本会社においては，あく

までも ���による決算書が登記裁判所に提出されなければならない９）。
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　９）　商法典第２６７条第１項によれば，小規模資本会社とは，次の三つの基準値のう

ち少なくとも二つを超えないものである。�借方に計上された欠損金額控除後の

貸借対照表総額：４，０１５，０００ユーロ，�決算日前１２か月の売上高：８，０３０，０００ユー

ロ，�年間平均従業員数：５０人。 →

・資本市 場指向的 企業および国 内で上場 申請中の企業 の連結決 算書 

商法典§315ａ､Ⅰ､Ⅱ 連結決算 書 IFRSs

・非資本 市場指向 的企業の連結 決算書 

商法典§315ａ､Ⅲ 連結決算 書 IFRSs

選択

商法典 （ ） 連結決算 書 GoB

第342条により、DSRが公表す 
る基準等もGoBとみなされる 

・個別決 算書 

商法典 （ ） 年度決算 書 （強制） GoB

＋ 

商法典§ ､ Ⅱ ａ 年度決算 書 （任意） 325 IFRSs

図２　ドイツの資本会社に適用される会計基準等



　このようにドイツ企業は �����によって決算書を作成することが義務づ

けられているか，あるいはそれが可能となっている。それでは，具体的に

どのような個別の会計基準等が適用されるのであろうか。２００３年９月２９日

の，欧州議会および理事会の規則（����１７２５�２００３）１０）において一定の国際

会計基準（������������	
���������
��������，以下 ���と略記する）が受

け入れられた。その後，２００４年４月６日の規則（����７０７�２００４）１１），１１月１９

日の規則（����２０８６�２００４）１２），１２月２９日の規則（����２２３６�２００４，����

２２３７�２００４，����２２３８�２００４）１３），２００５年２月４日の規則（����２１１�２００５）１４），�７
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→

→

　中規模資本会社とは，上記の基準値のうち少なくとも二つを超え，且つ次の三

つの基準値のうち少なくとも二つを超えないものである（第２６７条第２項）。�借

方に計上された欠損金額控除後の貸借対照表総額：１６，０６０，０００ユーロ，�決算日

前１２か月の売上高：３２，１２０，０００ユーロ，�年間平均従業員数：２５０人。大規模資

本会社は，第２項の基準値のうち少なくとも二つを超えるものである。
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月７日の規則（����１０７３�２００５）１５）により新規受入れや，差替えが行われ，

現在では下記の個別の ���，解釈指針委員会解釈指針（���������	��
���


����������		���

����
��
������，以下 ���と略記する），国際財務報告基
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�������������	�
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１４）　����������（��）����２１１�２００５����������		��
�����４����������２００５�����

�������������	��
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������������������������４１��４８�������１１����������

２００５����１�２７�

１５）　����������（��）����１０７３�２００５����������		��
�����７�������２００５�����

�������������	��
������（��）����１７２５�２００３�������������	��
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４８�������８�������２００５�����３�１１�



準（������������	
��������	
��������
��������，以下 ����と略記する），

国際財務報告解釈委員会解釈指針（������������	
��������	
��������
������

���������	
���������
�������������，以下 �����と略記する）が ��で受

け入れられている。

・���…第１号，第２号，第７号，第８号，第１０号，第１１号，第１２号，第

１４号，第１６号，第１７号，第１８号，第１９号，第２０号，第２１号，第２３号，

第２４号，第２６号，第２７号，第２８号，第２９号，第３０号，第３１号，第３２

号，第３３号，第３４号，第３６号，第３７号，第３８号，第３９号，第４０号，

第４１号。

・���…第１０号，第１２号，第１３号，第１５号，第２１号，第２５号，第２７号，

第２９号，第３１号，第３２号。

・����…第１号，第２号，第３号，第４号，第５号。

・�����…第１号，第２号。

　上記の一連の ���などがドイツ企業の決算書（特に連結決算書）作成に

影響を及ぼす。さらに ��第４号指令１６），��第７号指令１７）がドイツ国内

法に変換されて，決算書の作成に影響を与える。特に，これらの指令は多

くの加盟国選択権を置いているので，それに対する態度表明が必要である。

加えて，���が公表した会計基準も，連結決算書作成に際して ���とし

て機能する。このように，ドイツの商法上の年度決算書および連結決算書

は，�����，第４号指令，第７号指令，ドイツ会計基準，商法上の ���に
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１６）　����������	�
�����������������２５�������１９７８����������	
���������５４��������

３��������	
��）����������	���
������������������������������		�
������

�����������	�
����������　なお，本指令制定後の改正点など�を整理統合した本

文（����������	
�	���
）は，����������	
������������	���������
��������	��


１９７８����１８７８�０６６０��������	
��から入手可能である。

１７）　�����������	
�������������������１３�������１９８３����������	
���������５４�

�������３��������	
��）����������	���
����������������������������	
�　な

お，�本指令制定後の改正点などを整理統合した本文は，����������	�
�����������

����������	��
�����１９８３����１８８３�０３４９��������	
��から入手可能である。



依拠して作成される。

４．　年度決算書（商法典第２３８条～第２８９条，�

　商法施行法第２８条）に対する改正案

　第２節でみたように，���は時間的な実現可能性に応じてその提案を四

つに区別していた。本節と次節では，短期的に変更可能な商法改正案を吟

味していきたい。年度決算書についての改正案を，この節では検討してい

くこととする。

盧　計上選択権の廃止

　商法典に設けられている計上選択権に関して，次の９項目の廃止が提案

されている１８）。

�　次年度の最後の９か月において取り戻される，実施しなかった維持

修繕のための出費についての引当金（第２４９条第１項第３文）

�　費用性引当金（第２４９条第２項）

�　１９８６年１２月３１日以前に確約された直接的年金債務（いわゆる旧確約），

間接的年金債務，および年金に類似した債務についての引当金（商法

施行法第２８条第１項第１文，第２文）

�　費用として考慮に入れられた，棚卸資産に係る関税および消費税

（第２５０条第１項第２文第１号）

�　決算日に表示されるべき前受金または棚卸資産から明示的に控除さ

れた前受金に係る，費用として考慮された売上税（第２５０条第１項第２

文第２号）

�　承継取得した営業権（第２５５条第４項第１文）

�　受注前受金（第２６８条第５項第２文）

�　開業費および営業の拡張費（第２６９条）
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１８）　���������	
��������������	����	�����������３�７�



�　催告をしていない未払込出資金（第２７２条第１項第２文，第３文）

　これらの９項目について，計上選択権を廃止し，計上禁止または特定の

方法での計上義務を提案している。その内容や根拠などをみていこう。

　�，�の引当金は，商法典第２４９条第１項第３文および第２項によれば，

「設定することができる」となっており，選択権が与えられている１９）。これ

について，���はこれらの引当金は企業外部の第三者に対する法的債務で

はなく，またその計上は国際的な会計処理方法にも反するとして，計上禁

止を提案している。

　年金引当金（上記�）については，現行法では旧確約に関するものは貸

方計上選択権，新確約（１９８７年１月１日以後の確約）に関するものは貸方

計上義務となっている２０）。旧確約についても貸方計上義務とすべきである，

というのが ���の提案である。その場合，移行措置として，年金債務を

１０年にわたって損益作用的に把握するか，または一度だけ損益中立的に自

己資本として処理するという企業選択権を設けることも同時に提案されて

いる。

　費用とみなした関税・消費税で，決算日に表示されるべき棚卸資産に属

するもの（上記�）は，第２５０条第１項第２文第１号によれば，計算限定項

目として計上することができるとされている。しかし ���第２号第８項は，

これらを計算限定項目とみなしていない２１）。調達原価または製造原価の構
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１９）　本稿において，現行のドイツ商法典の検討にあたって，次のテキストを用いた。

���������	
��	�	��������������・������・���・���・�������・

��������・��・�������・����・��������	
�����������
����������
�２００５�

　また，黒田全紀編著『解説�西ドイツ新会計制度』同文館，１９８７年，を参考にし

た。

２０）　年金引当金については，川口八州雄著『会計指令法の競争戦略』森山書店，

２０００年，３２５�３６５ページ，に詳しい説明がある。

２１）　本稿において，�����の検討にあたって，次のテキストを用いた。������������	


������������	
����������������������������������	
����������	�����������

�����������	
��������������������������������	�
�������������������	
������

���������	
��
�２００５���������	
������	������２００５�　また，�デロイト・トウシュ・



成要素とみなしている。それに合わせるため，���は第２５０条第１項第２

文第１号を削除し，第２５５条第１項第２文（「調達原価には付随費用および

事後的取得原価も含まれる」）の中に関税・消費税も追加して，借方計上義

務とすることを提案する。

　また，前受金に係る売上税（上記�）についても，現行法はこれは費用

であるが，計算限定項目として計上することもできるとしている。しかし，

���はそれを計算限定項目とみなしていない。したがって，���は第２５９条

第１項第２文第２号の削除と，前受金から売上税相当額を控除した金額の

貸方計上義務を提案している２２）。

　商法典第２５５条第４項第１文は，有償取得の営業権を計上してもしなくて

も良いと規定している（上記�）。しかし，国際的にはこれは資産として

借方計上されている。そこで，���は有償取得の営業権は資産であること

を法律理由書で明言し，借方計上義務とするよう述べている。

　�は受注前受金の表示方法に関するもので，現行法（第２６８条第５項第２
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→
トーマツ編『国際財務報告基準の実務（第２版）』�中央経済社，２００５年，を参考に

した。

２２）　前受金に係る売上税に関して，これを費用計上しない場合，二つの会計処理方

法が考えられる。一つは総額法，今ひとつは純額法である。例えば，ある企業が

３０，０００ユーロの機械を受注したとしよう。その１６％，すなわち４，８００ユーロの売

上税が別途かかる。そして受注額のうち，１７，４００ユーロの前受金を受け取ったと

する。内税なので，そのうち２，４００ユ�ーロが前受金に係る売上税となる。この場

合，総額法で会計処理すれば次のようになる。

　　（借）現　　　金　　　１７，４００　　　（貸）前　受　金　　　１７，４００

　　　　　売上税（費用）　　２，４００　　　　　売上税債務　　　２，４００

　　　　　計算限定項目　　２，４００　　　　　売上税（費用）　　　２，４００
　　　　　（前受金に係る売上税）

　また，純額法によればこうなる。

　　（借）現　　　金　　　１７，４００　　　（貸）前　受　金　　　１５，０００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売上税債務　　　２，４００

　���は，この純額法による会計処理を提案しているのである。この方法によ

れば，計算限定項目が現われなくて済むのである（�������������	
�������	


��������	
	��	����８������������	
���������	��������������２００４�����１０３���）。



文）では，借方で棚卸資産項目から明示的に控除するか，または貸方に債

務として区分表示するという選択権が定められている。�����は借方での

差引計算を認めていないので，後者の方法によることが提案されている。

　開業費および営業の拡張費は，���第３８号によれば，それらが資産として

の借方計上前提を満たす場合を除いて期間費用である。一方，ドイツ商法

典第２６９条は貸借対照表計上補助として資産計上することもできるとして

いる（上記�）。本来，貸借対照表計上補助という概念は債務超過を回避す

るために導入された。しかし今日では，倒産法（����������	
����）により

債務超過の回避のために貸借対照表計上補助を考慮に入れることはできな

い，という点で意見が一致している。したがって，���は貸借対照表計上

補助という概念の廃止と，当該条項の削除を予定している。

　最後は，催告をしていない未払込資本金の表示方法に関するものである

（上記�）。現行法（第２７２条第１項第２文，第３文）では，これを借方の固
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図３　催告をしていない未払込資本金の表示方法

〈第１法〉
貸　借　対　照　表

�．自　己　資　本�
　�．引受済資本金� １，０００　

� 　　　　
� 　１，０００　

�．引受済資本金の未払込額� １５０　
　　（うち払込催告額　５０）
�．固　定　資　産�
　　　　

…

　　　　

…

差　　額� 　　８５０　
� 　１，０００　

〈第２法〉
貸　借　対　照　表

�．自　己　資　本�
　�．引受済資本金　１�０００�
　　　払込非催告額�　－１００�
　　　資�本�金� �９００　

� 　　　　
� 　　９００　

�．固　定　資　産
�．流　動　資　産
　　　　

…

　　　　

…

　引受済資本金の払込催
　告済未払込額� ５０　
差　　額� 　　８５０　
� 　　９００　



定資産の前（図３・第１法）か，貸方の自己資本の部（図３・第２法）に

計上できるとされている２３）。前者の場合には，引受済資本金の未払込額１５０

から括弧書きしてある払込催告額５０を控除した金額（１００）が，催告をして

いない未払込資本金となる。このような現行の表示方法に対して，���は，

主張できない債権は経済的な価値を有さないのであるから，これを借方に

計上することは経済的観察法に反するとして，これを認めている第２７１条

第１項第２文を削除し，貸方での表示のみを認めるべきであると指摘して

いる。さらに，前者は商法典第２６７条に照らしても問題があると述べている。

すなわち，第２６７条は資本会社を大規模・中規模・小規模に分類するための

基準を挙げているのであるが，その基準の一つに「貸借対照表総額」があ

る。図４からも理解できるように，経済的価値を有さないものを計上した

第１法は，第２法に比してその金額が大きくなり，そのことを問題視して

いるのである。

盪　評価選択権の廃止

　下記の６項目に認められている評価選択権の廃止を ���は勧告してい

る２４）。

�　減価償却方法の決定（第２５３条第２項第２文）

�　単に一時的な価値下落が予想される場合の，固定資産に係る減価記

入（第２５３条第２項第３文，資本会社に対しては第２７９条第１項により

緩和された低価主義は財務固定資産に限定されている）

�　近い将来において予想されるべき価値変動に基づいた，流動資産に

係るヨリ低い価値の斟酌（第２５３条第３項第３文）

�　理性的な商人の判断による計画外減価記入（第２５３条第４項，資本会

社は第２７９条第１項により禁止されている）

�　計画外減価記入の理由が消滅した場合のヨリ低い価値の保持（第２５５
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２３）　図３は，黒田全紀編著，前掲書，８１ページ，に拠った。

２４）　���������	
��������������	����	�����������７�１１�



条第５項，資本会社に対しては第２８０条第１項によりさらに価値回復義

務がある）

�　営業権の減価記入（第２５５条第４項第３文）

　上記の項目の内容と選択権廃止の根拠等を詳しくみてみよう。�に関し

て，商法典第２５３条第２項第２文は固定資産を減価償却することを定めてい

るが，その方法には触れていない。���は具体的な減価記入方法を規定す

ること，ただし逓減的減価記入は国際的に実施されていないので，これを

認めないこと，これらのことを勧告している。

　次に�について，第２５３条第２項第３文は固定資産の減価記入のことを規

定している。その前半は時価が簿価より低ければ計画外減価記入ができる

こと，そして後半は価格が持続して下落すると予想されるときは計画外減

価記入をしなければならないことを定めている。また第２７９条第１項は，

資本会社の場合には価格下落が持続すると見込まれないときは，財務固定

資産に限り減価記入をすることができる（緩和された低価主義）と述べて

いる。

　���第３６号第５９項によれば，回収可能額が簿価を下回った場合，減価記

入義務が存する。このとき，正味売却価格と，継続的な利用から生じる使

用価値とを比較して大きい方が回収可能額とされる。そうすると単なる一

時的な価値下落の場合には，計画外減価記入はほとんど問題にならない。

というのは，一時的に下落している市場価格はなるほど正味売却価格を減

少させるが，しかし必ずしも使用価値を減少させるものではないからであ

る。これを受けて，���は企業の法形態とは無関係に，単なる一時的な価

格下落の場合の減価記入を財務固定資産に限定することを勧告する。ただ，

��第４号指令の第３５条第１項第１文��）��）によれば，持続的ではない，

ヨリ低い価値への財務固定資産の減価記入については企業選択権が与えら

れている。したがって，���は上記の勧告に加えて，資本会社に対しては

財務固定資産の一時的な価格下落の場合に減価記入するかどうかを企業に

委ねることも指摘している。
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　�は国際的にみて一般的ではない。しかもこれに関して，��第４号指

令はその第３９条第１項��）により加盟国選択権を与えているので，第２５３条

第３項第３文を削除することに何ら問題はない。

　第２５３条第４項で認められている，資産に係るいわゆる恣意的減価記入

（上記�）は，�����においても，第４号指令においても許容されていない。

したがって，���はこれを廃止することを勧告する。その場合，すでに恣

意的減価記入を行った資産は選択権の廃止に伴い，増価記入されなければ

ならない。そのために，（イ）自己資本に組み入れることにより損益中立的

に，または（ロ）数年間に配分して損益作用的に，処理することができる

としている。あるいは，すでに恣意的減価記入を行ったものはそのままに

し，新たなそれを禁止する方法も考えられるという。

　商法典第２５３条第５項によれば，上記�，�および�によるヨリ低い計上

価額は，計画外減価記入の理由が消滅した場合にも，保持することができ

る（上記�）（但し，資本会社にあっては，第２８０条第１項により価値回復が

義務化されている）。これに対して，�����によれば価値回復義務がある２５）。

したがって，���はすべての商人に対して価値回復を義務づけるため，今

まで第２８０条に置かれていた規定（すなわち資本会社に対する規定）の内容

に沿って，第２５３条第５項を変更することを勧告する。

　�は営業権の償却に関するものであって，商法典第２５５条第４項第３文は，

営業権の金額は取得の翌年度以降の各営業年度において４分の１以上を償

却しなければならないという第２文を受けて，「但し，営業権の償却額は，

利用されると見込まれる営業年度に対しこれを計画的に配分することもで

きる」と規定している。これについて，���第３６号は暖簾の減損テストを

予定している。同様に，����第３号第５４項は暖簾の計画的減価記入を禁止
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２５）　�����においては，棚卸資産に対しては強制低価法が適用されており，　評価

減後，正味実現可能価額が上昇した場合，価額を回復しなければならない（���

第２号第３４項）。また固定資産の減損に関しても，減損後，回収可能価額が上昇し

た場合，戻し入れが要求される（���第３６号第１１４項）。



している。しかも ���第３６号第８１項によれば，営業権は取得後，現金生成

単位に配分され，これが減損テストを受けることになっている。暖簾が配

分された現金生成単位の回収可能額が簿価を下回った場合に減損が認識さ

れる。そのとき，まず暖簾の簿価が減額されることになっている。

　このような国際的な会計処理方法である減損テストはコストがかかり，

また中小企業にとっては煩雑である。そこで，���は減損テストを商法典

に取り入れることを断念した。その代わり，現行の選択権（第２５５条第４項

第３文）を廃止し，しかも１５年という期間にわたる計画的減価記入を勧告

する。１５年という数字は税法に由来するものである。

蘯　年度決算書におけるその他の変更

　���は年度決算書に関して，選択権の廃止とは別に，さらに二つの変更

を勧告している２６）。

　その一つは年金引当金に関するものである。商法典は第２４９条に引当金に

関する規定を置いている。年金引当金はその第１項にいう不確定債務とし

て設定されうる。なお，資産・負債の計上価額を規定している第２５３条第１

項には，年金債務に関する規定はない。

　一方，国際的な展開に目を向ければ，���第１９号は年金債務の評価方法と

して予測単位割増方式を採用している。また，回廊方式を保険数理上の差

異の認識方法としている。このような内容の ���第１９号に依拠して，第２５３

条第１項に年金引当金の具体的な評価方法を規定するよう ���は勧告し

ている。このことが債務の完全な表示に連なるのである。なおその際，保

険数理上の差異は将来の展開を考慮に入れるのであって，評価は決算日以

後の状況を考慮に入れないという決算日原則（���������	
����	）が拡大解

釈されなければならない。

　第二に，���は年度決算書について，第２６６条を改正して，貸借対照表項
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��������������	����	�����������１２�１４�



目を長期性（非流動性）・短期性（流動性）に応じて分類するよう提案する。

現行法ではこのような分類表示は採用されていない。しかし ���第１号第

５１項は原則的に，流動・非流動区分の流動性配列法よることを予定してい

る。��第４号指令第１０��条は，加盟国に対し，従来の区分表示の代わりに，

流動・非流動区分を認めるか，命令できるとしている。したがって，指令

に反することなく，ドイツでそれを採用することができる。

５．　連結決算書（商法典第２９０条～第３１５��条）に対する改正案

盧　連結決算選択権の廃止

　連結決算にあたって認められている選択権の廃止も，���によって勧告

されている。下記の１１項目がそれである２７）。

�　親企業の権利が制限される場合の組入の放棄（第２９６条第１項第１

号）

�　情報入手のために過大なコストがかかる場合の組入の放棄（第２９６条

第１項第２号）

�　子企業の持分を転売目的で取得したの場合の組入の放棄（第２９６条第

１項第３号）

�　簿価または付されるべき時価での資本連結（第３０１条第１項第２文）

�　連結決算のための価額計上の時点（第３０１条第２項）

�　貸借対照表における借方差額と貸方差額の相殺（第３０１条第３項）

�　持分プーリング法の場合の資本連結（第３０２条）

�　連結にあたっての親企業の評価選択権の新行使（第３０８条第１項）

�　連結決算での統一的評価の例外（第３０８条第２項）

�　連結決算書での営業権の取り扱い

⑪　関連企業に対する価額計上および差額の取り扱い（第３１２条）

　上記の各項目について，国際的な展開をみながら，選択権廃止の根拠お
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��������������	����	�����������１５�２１�



よび勧告内容を検討していこう。

　上記の�～�は，連結の範囲に関するものである。商法典第２９６条第１項

は，次の三つのケースでは当該子企業を連結の範囲に含めないこともでき

るとしている。

・著しく，かつ長期の制約により当該企業の財産または業務執行に関す

る親企業の権利の行使が持続的に阻害される場合（第１号），

・連結決算書の作成のために必要な事項が不相当に高額の出費または遅

延を伴うことなしには入手することができない場合（第２号），

・子企業の持分がもっぱら転売を目的として保有される場合（第３号）。

　連結の範囲について，���は支配力基準を採用している（���第２７号第１３

項）。上記�（第２９６条第１項第１号）の場合には「支配」が満たされてい

ないので，組入禁止とされるべきであると ���は勧告する。�（第２号）

については �����に明白な規定はない。しかし，���は過大なコストは

選択権に対する理由付けにはならないとする。当然，組み入れられるべき

である。また，�（第３号）に関して，����第５号に関連した ���第２７号

第１２項の注記は，このようなケースを組入禁止としている。要するに，こ

れら三つのケースでは選択権は廃止されるべきであり，第２９６条第１項を削

除するよう ���は勧告するのである。ただ，�のケースでは，��第７号

指令第１３条第３項 �）が企業選択権として「組み入れる必要はない」とし

ているので，指令を変更しなければならないという。

　�～�（商法典第３０１条）はパーチェス法による資本連結に関連するもの

である。まず，�についてみてみよう。第３０１条第１項第２文は，親企業の

投資勘定と子企業の資本勘定の相殺消去の方法について規定している。そ

こでは，子企業の自己資本の評価方法として，第１号に掲げる簿価法

（��������	���
��）と第２号に掲げる新規評価法（�����������	
������

��）との間で選択が認められている２８）。
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２８）　簿価法による資本連結手続きは次のようである。�親企業の貸借対照表上の資 →



　これに対して，����第３号第３６項は被買収企業の資産・負債を公正価値

で評価すべきであると述べている。また，新規評価法は，個別企業は法的

に独立しているにもかかわらず，親・子企業から構成される連結企業は経

済的・法的単一体を形成するという「単一理論」に合致する。このような

理由から，���は選択権を廃止し，新規評価法のみによるよう勧告する。

これが上記�の内容である。

　�について，第３０１条第２項によれば，親企業の投資勘定と子企業の資本

勘定の相殺計算は持分の取得時点の計上価額，または連結決算書に子企業

を初めて組み入れた時点のそれに基づいて行うことができる。����第３号

第３６項は持分の取得時点の計上価額を用いているので，それに合わせるた

めに現行商法にみられる選択権の廃止が勧告されている２９）。
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本参加の簿価と，子企業の貸借対照表上の出資比率相当分の自己資本を相殺し，

連結差額を求める。�子企業の資産・負債に係る秘密積立金で出資比率相当分を

連結差額と相殺し，連結差額について借方残高が生ずれば営業権，貸方残高の場

合には資本連結差額とする。

　�　これに対して，新規評価法の場合はこうである。�子企業について第２商事貸

借対照表（��������	���
��）を作成する。これは，資産・負債に係る秘密積立金

を取り崩し，資産・負債・資本を時価で評価した貸借対照表である。�親企業の

貸借対照表上の資本参加の簿価を，出資比率相当分の，第２商事貸借対照表に表

示された自己資本と相殺し，連結差額を求める。�連結差額を営業権（または資

本連結差額）に振り替える。

　�１００％資本参加のケースでは，どちらの方法で処理しても同じ結果になる。と

ころが少数株主が存在すれば，結果は違ってくる。新規評価法の場合には，少数

株主に帰属する秘密積立金も取り崩され，連結貸借対照表に表示されるので，簿

価法に比して，貸借対照表総額が大きくなり，また少数株主持分の評価額も大き

くなる（��������	
�����������
��������������������	
�	�
����	���	��

�������������８����������	
������
�����	�������	�
���２００３�����８９�１２１）。

２９）　���は，第３０１条第１項および第２項における選択権を廃止するため，二つの

項を一つにまとめて第１項とし，次のような文言にすることを提案する。「（１）

連結決算書に組み入れられる子企業に対する持分で親企業に属するものの計上価

額は，子企業の自己資本のうち当該持分に割り当てられる金額と相殺される。自

己資本は，連結決算書に収容されるべき資産・負債・計算限定項目・貸借対照表

→



　�は投資消去差額の表示方法に関する事項である。商法典第３０１条第３項

によれば，投資消去差額が借方に生じるときは営業権として，貸方に生じ

るときは資本連結差額として表示するか，あるいは両者を相殺した金額を

表示することができる。このことについて，���は相殺する方法は認めら

れるべきではないと指摘する。

　第３０２条は持分プーリングによる資本連結について規定している（上記

�）。したがって，第３０１条に定められているパーチェス法との間で選択権

が存在する。しかし，持分プーリング法は実務で適用されていないし，

����第３号もパーチェス法しか認めていない。これを受けて，第３０２条を

削除するよう ���は勧告している。

　���は，親企業と子企業での統一的評価を定めた第３０８条の選択権も廃止

するように提案する（上記�，�）。まず，その第１項第２文は，親企業の

法により認められる評価選択権は，年度決算書組入企業で行使されたか否

かを問わず，連結決算書において行使することができる，としている。こ

れについて，���第２７号第２８項は，連結財務諸表は統一した会計方針を適用

して作成しなければならないと謳っている。それ故に，���は第３０８条第１

項第２文の文言を，「親企業の法により認められている評価選択権は，連結

決算書に組み入れられる企業の年度決算書でのその行使とは関係なく，連

結決算書において統一的に行使される」３０）と変更するように勧告する。

　また，第３０８条第２項は，親企業および子企業の年度決算書における資

産・負債の評価が，連結決算書で適用されるべき評価方法とは異なる方法

で行われたとき，個別決算書での評価額は連結決算書で適用されるべき方

法で新規に評価しなければならない旨，規定している。これも統一的評価

の要請である。ところが，第３文では，第１文のケースで影響が小さい場
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計上補助の，持分取得時点の価値，あるいは異なった時点で取得した場合には企

業が子企業になった時点の価値に一致する金額で計上しなければならない。」

（���������	
��������������	����	�����������１６�）

３０）　���������	
��������������	����	�����������１７�



合には新規評価を行わなくてもよいとしており，ここに選択権が存在する。

この現行法の規定に対して，���は，���第２７号第２８項のように統一的な

会計方針に基づかなければならないとして，第３文の削除を提案している。

　投資消去差額として借方に生じた営業権の償却について，第３０９条第１項

は様々な選択権を置いている（上記�）。すなわち，次年度以降最大４年間

にわたる計画的減価記入，利用期間にわたる計画的減価記入，または準備

金との相殺がそれである。���はこれらのうち，準備金との相殺（損益中

立的）に関する部分（第３０９条第１項第３文）は削除すべきであるという。

そして，年度決算書における営業権の償却に対して行った提案に準じて，

選択権を認めない新規定をつくることを勧告する。

　最後に，上記�の内容をみてみよう。第３１２条は関連企業に対する資本参

加の計上価額および差額の処理を規定している。第３１２条第１項第１文は，

関連企業に対する資本参加の評価方法として，簿価法と，関連企業の出資

比率相当分自己資本に一致する金額（但し取得価額を上限とする）を用い

る新規評価法の二つを挙げ，それらの間での選択権を与えている。これに

対して，���第２８号は持分法を採用している。その第２項によれば，持分法

とは最初に投資を原価で記録し，その後の被投資企業の純資産に対する投

資企業の持分の変動に応じて投資原価を修正する方法である。したがって，

���は簿価による持分価値の計算を勧告する。

　また，第３１２条第３項は，資本参加の計上価額を，持分を取得した時点か，

または連結決算書に関連企業を初めて組み入れた時点の計上価額に基づい

て算出するよう規定している。この選択権を廃止するために，���は取得

時点を基準とするよう提案する。

盪　連結決算書におけるその他の変更

　ここでは，次の三つの項目について変更が提案されている３１）。

140―� ―

修道商学　第　４６　巻　第２号

３１）　���������	
��������������	����	�����������２１�２３�



�　支配的影響または統一的指揮の場合の連結義務（第２９０条第１項，第

２項）

�　取得企業の親企業に対する持分の，自己持分としての借方表示命令

（第３０１条第４項）

�　その他の社員の持分の表示（第３０７条）

　まず�についてみてみよう。ここでは特に特定目的会社を連結対象にす

るための文言の変更が勧告される。商法典第２９０条は連結決算書の作成義務

に関する規定である。その第１項によれば，

・ある資本会社（親企業）が別の企業（子企業）に対し統一的指揮を有

し，かつ第２７１条第１項にいう資本参加を有するとき，

　そして第２項によれば，

・ある資本会社（親企業）が別の企業（子企業）について，

�　社員議決権の過半数を有するか，

�　管理機関，指揮機関または監督機関の構成員の過半数を任命また

は解任する権利を有するか，

�　契約または定款に基づく支配権を有するとき，

連結決算書作成義務が存する。

　上記の規定は ��第７号指令第１条を変換したものである。しかし，第

７号指令の本来の規定は次のようであった。まず第１条第１項は，ドイツ

商法典第２９０条第２項に変換されたもので，そこでは指揮の有無とは無関係

に支配概念が用いられている。そして次に，第１条第２項で加盟国選択権

として連結義務の追加的規定を置いている。すなわち，（イ）ある企業（親

企業）が別の企業（子企業）に支配的な影響を与えるか，または支配を行

使しうるか，または実際にそうである場合，（ロ）ある企業（親企業）およ

び別の企業（子企業）が親企業の統一的指揮の下にある場合，に連結決算

書を作成するというものである。

　���はドイツにおいても支配力基準を採用するために，商法典第２９０条

を第７号指令のような構成にすべきであると指摘する。そしてまた，商法
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典第２９０条第１項では「資本参加」が前提となっているが，��第７号指令

（第１条第２項）では現代化指令以後，その前提はなくなっている。ドイツ

商法典でも，このようにしなければならない。こうすることによって，な

るほど親企業の統一的指揮の下にあるが，親企業が資本参加していない企

業も連結範囲に加えられる。すなわち，特定目的会社の連結が達成される。

その結果，連結決算書の言明能力が高まる。

　次に，�に目を向けよう。商法典第３０１条第４項は，親企業に対する取得

企業の持分を自己持分として流動資産の部に区分表示するよう規定してい

る。これに対して，���第３２号第３３項によれば，それは自己資本から控除し

なければならない。第３０１条第４項をそのように変更するよう，���は提

案している。

　商法典第３０７条は，その他の社員の持分（少数株主持分）の表示に関する

ものである。その第１項第２文は，第３０１条第１項第２文第２号による新規

評価法によって資本連結を行った場合，少数株主持分勘定には取り崩され

た秘密積立金のうち少数株主比率分も算入しなければならないというもの

である。これに関して，すでに述べたように，���は第３０１条第１項の文言

自体の変更を提案しており，そうすると第３０７条第１項第２文の規定は不要

になるので，これを削除すべきであると勧告する。

６．　その他の改革案

盧　短期的な改革案

　まず，年度決算書および連結決算書おける表示選択権の廃止のことに触

れよう。ここでは主に，年度決算書（連結決算書）での表示と附属説明書

（連結附属説明書）でのそれとの間で選択権が与えられている事項について，

選択権を廃止し，どちらか一方で表示を行うよう勧告が行われている３２）。

例えば，�固定資産一覧表（第２６８条第２項第１文，第２９８条第１項），�固
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定資産に係る，営業年度の減価記入額（第２６８条第２項第３文，第２９８条第

１項），�債務の逆打歩（第２６８条第６項，第２９８条第１項）などは，貸借対

照表で表示するか，または附属説明書で表示しなければならない。これに

ついて，���は国際的な展開を考慮に入れて，�，�は附属説明書で，�

は貸借対照表でそれぞれ表示することを求め，そのための条文変更を提案

する。

　次に，���は年度決算書の義務的構成要素（第２６４条第１項第１文）の拡

大を提案する３３）。現行法によれば，年度決算書は貸借対照表，損益計算書

および附属説明書から構成される。これに対して，���第１号第８項は，�

１組の完全な財務諸表の構成要素として以下のものを挙げている。

　・貸借対照表

　・損益計算書

　・株主持分変動計算書

　・キャッシュ・フロー計算書

　・会計方針およびその他の説明を含む附属説明書

　さらに，���第１４号は株式や社債が上場されている場合，およびそれら

を市場で発行しようとしている場合には，企業に対してセグメント計算書

の作成を義務づけている。

　図２からも分かるように，年度決算書についてはこれを �����に従って

作成する必要がないので，たとえ資本市場指向的ではあっても，連結義務

のない企業は，�����に従って決算書を作成しなくてよい。したがって，こ

れらの企業の年度決算書の受取人は，キャッシュ・フローや自己資本の変

動に関する情報に接することができない。ドイツでは資本市場指向的企業

の約２５％が，連結義務に服していないといわれている３４）。���はこのよう

な企業に対して，資金計算書および自己資本一覧表の作成を義務づけ，任

意にセグメント計算書を作成できるように第２６４条第１項第１文を変更す
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るように勧告する。

盪　中・長期的な改革案

　���の提案には，すでに指摘したように，中・長期的な改革案も含まれ

ている。数多くの個別提案が行われているが，ここでは二つの特徴的なも

のを取り上げることにしたい。

　一つは，逆基準性原則により設定される項目の廃止を要求していること

である。また，ケースによっては基準性の廃止も求めている３５）。準備金的

性質を有する特別項目（第２４７条第３項，第２７３条第２文）は，純粋に税法

上の理由から設定される項目である。��第４号指令はこのような項目を

認めていないので，ヨーロッパ法に背く。また，ヨリ低い，税法上のみ認

められている価値への減価記入（第２５４条，第２７９条第２項）も逆基準性に

よるものである。税法に由来する減価記入自体は ��第４号指令第３５条第

１項��）（固定資産）および第３９条第１項��）（流動資産）によれば加盟国

選択権であり，その点では問題はない。しかし，逆基準性が第４号指令に

反するのである。さらに，���は逆基準性は年度決算書の情報機能を著し

く侵害することも指摘している。逆基準性原則は廃止されるべきであると

いうのが ���の見解である。

　商法典第２５６条は棚卸資産の消費順序について，一定の仮定ができると規

定している。これに対して，���第２号第２５項は加重平均法と先入先出法の

みを認めている。また，��第４号指令第４０条は加盟国選択権として，加重

平均法，先入先出法，後入先出法，あるいはこれらに匹敵する方法を認め

ている。���は，加重平均法は商法典第２４０条第４項で認められているので，

第２５６条では先入先出法のみを認めるべきであるという。なお，税法は基

準性を前提に後入先出法を認めているので，年度決算書でそれが認められ

なくなるのであれば，このケースでは基準性が廃止されなければならない。
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　第二は，商法典第２５３条（資産および負債の計上価額）に関連した公正価

値評価の問題である３６）。�����は公正価値による貸借対照表計上に関して，

広範囲に及ぶ可能性を与えている。公正価値での評価は金融商品のみなら

ず，例えば一定の動産（���第４０号）や農業製品（���第４１号）に対しても

可能である。��指令においても，現代化指令により，公正価値による貸

借対照表計上が非金融商品にまで拡大された。��第４号指令の，新たに

導入された第４２��条および第４２��条が加盟国選択権として与えられている。

それによれば，公正価値評価を金融商品を除く一定の種類の資産にまで拡

大し，その場合生じる価値変動を損益作用的に把握することができる。

　���は，「公正価値による貸借対照表計上の段階的導入に賛成である」３７），

という立場をとっている。すなわち，公正価値評価はまず金融商品に制限

されなければならない。その際，公正価値指令により ��第４号指令に導

入された基準が国内法に変換されなければならない。第４号指令はこれに

関してほとんど加盟国選択権を含んでいない。加盟国に選択権が与えられ

ているのは，適用範囲（すべての企業か企業グループか；連結決算書に限

るかどうか）のみである。これについて，���は，年度決算書および連結

決算書に対して統一的に規則が変換されること，一定の企業グループへの

制限は決算書の公平な取り扱い，および比較可能性の視点から支持できな

いこと，これらを主張している。

　金融商品の公正価値評価が国内法に変換される限りにおいて，加盟国は

公正価値指令の基準（これは第４号指令に取り入れられている）に拘束さ

れる。すなわち，公正価値で評価される金融商品の範囲（第４号指令第４２�

�条），公正価値の算定（第４２��条），および価値変動の考慮（第４２��条）

である。ただ，自由に売却できる金融資産に係る価値変動に関してのみ損

益作用的に規定するか，損益中立的に規定するという加盟国選択権が存す

る。
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　なお，公正価値で金融商品を評価するために，���は二つの問題の解決

が必要であるという。第一に，価値変動を損益作用的に把握することは，

現在有効な ���である実現原則を犯すことになるので，���の一層の展

開が図られなければならない。二つめに，公正価値評価は税法と相容れな

い。したがって，このケースでは基準性の廃止が必要である。

７．　お　わ　り　に

　２００２年７月に制定された ��の規則（����������）３８）により，��域内

の証券市場で有価証券を発行している ��加盟国の親企業は，２００５年１月

１日以後開始する事業年度から，その連結決算書を �����で作成しなけれ

ばならなくなった。ドイツ商法典は，��規則が要求する資本市場指向的親

企業のみならず，ドイツ国内の公式市場および規制市場への有価証券の上

場を申請している親企業の連結決算書も �����で作成しなければならない

という規定を置いている。

　これに対して，資本市場指向的でない親企業の連結決算書，ならびに資

本市場指向的企業および非資本市場指向的企業の年度決算書は，�����に

従って作成することを義務づけられていない。とはいえ，資本市場指向的

でない親企業の場合，�����に従わないときには，商法上の ���に従い

連結決算書を作成しなければならない。その際，ドイツ会計基準が ���

として機能する。これは �����とドイツの規則の相違を縮小し，国際的調

和化を達成するために設定されているものである３９）。したがって，�����

によるにせよ，���（ドイツ会計基準を含む）によるにせよ，連結決算書

は国際的な展開を考慮に入れて作成される。
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　ところが，年度決算書は商法上の ���に従い作成されなければならな

い。そこでは，情報機能よりも利益決定機能が重視されている。すなわち，

配当可能利益の計算と，基準性原則に基づいた所得金額の計算，これらが

年度決算書の第一義的目的となっている。このことから一つの問題が生じ

る。それは，上場企業であっても，連結義務のない企業――これは上場企

業の約４分の１を占める――はその年度決算書を商法典の規定に従って作

成していることである。上場企業でありながら，投資家に対して必ずしも

有用な情報が提供されているとはいえないのである

　���の今回の提案は，利益決定から情報提供へと，年度決算書の機能の

転換を図る方向性を打ち出したものである。そのために，年度決算書と税

務貸借対照表との関係について，逆基準性原則の完全な廃止と一定のケー

スにおける基準性の廃止を主張している。ドイツの会計制度が大きく変わ

る可能性を見てとることができるのである。
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